
亀 山 市 農 業 集 落 排 水 処 理 施 設 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ

に 公 布 す る 。  

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ １ 日  

       亀 山 市 長  櫻  井  義  之  

亀 山 市 条 例 第 ２ ７ 号  

 

亀 山 市 農 業 集 落 排 水 処 理 施 設 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

（ 亀 山 市 農 業 集 落 排 水 処 理 施 設 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 １ 条  亀 山 市 農 業 集 落 排 水 処 理 施 設 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市 条 例

第 １ ２ ４ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 １ １ 条 第 ２ 項 中 「 又 は 口 座 振 替 」 を 「 、 口 座 振 替 又 は 地 方 自

治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 ２ ３ １ 条 の ２ の ３ 第 １ 項 に 規

定 す る 指 定 納 付 受 託 者 に よ る 納 付 」 に 改 め る 。  

（ 亀 山 市 公 共 下 水 道 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 ２ 条  亀 山 市 公 共 下 水 道 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市 条 例 第 １ ３ １ 号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 ２ ４ 条 第 ２ 項 中 「 第 ２ ３ １ 条 の ２ 第 ６ 項 」 を 「 第 ２ ３ １ 条 の

２ の ３ 第 １ 項 」 に 、 「 指 定 代 理 納 付 者 」 を 「 指 定 納 付 受 託 者 」 に

改 め る 。  

（ 亀 山 市 水 道 事 業 給 水 条 例 の 一 部 改 正 ）  

第 ３ 条  亀 山 市 水 道 事 業 給 水 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市 条 例 第 １ ３ ８

号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 ３ ５ 条 中 「 第 ２ ３ １ 条 の ２ 第 ６ 項 」 を 「 第 ２ ３ １ 条 の ２ の ３

第 １ 項 」 に 、 「 指 定 代 理 納 付 者 」 を 「 指 定 納 付 受 託 者 」 に 改 め る 。  

附  則  

こ の 条 例 は 、 令 和 ４ 年 １ 月 ４ 日 か ら 施 行 す る 。  

 


